
      

 
 

滋賀銀行の行動規範 

 

 

１.信頼の確保と社会的責任の遂行 

  銀行の公共的、社会的使命を十分に認識し、ＣＳＲ（企業の社会的責任）を果たすこ

とにより、揺るぎない信頼の確保に努めます。 
 
２.質の高い金融サービスの提供 

  お客さまに提供する商品・サービスについて、常に創意と工夫をこらし、社会の発展

に貢献します。 
 
３.法令やルールの厳格な遵守 

  あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、誠実かつ公正な企業活動を遂行します。 
 
４.社会とのコミュニケーションの充実 

  経営情報等の積極的かつ公正な開示により、顧客、株主、地域社会等とのコミュニケ

ーションを図り、透明な経営の確保に努めます。 
 
５.役職員の人権の尊重による働きがいのある職場づくり 

役職員の人権と個性を尊重し、各人の能力を最大限に発揮できる活力ある職場づくり

に努めます。 
 

６.環境経営の推進 

  省資源に努めるとともに、地域社会と連携して環境保全に貢献する「環境経営」を積

極的に展開します。 
 
７.社会貢献活動の充実 

  郷土を愛し、社会とともに歩む「良き企業市民」として、文化や福祉活動等の多面的

な社会貢献活動の充実に努めます。 
 
８.反社会的勢力の排除 

  健全な市民社会に脅威を与える反社会的勢力は断固排除します。 
 

＜コンプライアンスの取り組み＞ 

コンプライアンスの取り組み 
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内部統制システムの整備状況 

当行では、会社法および会社法施行規則に基づき、内部統制システム構築に関する基本

方針を取締役会において決議し、下表のとおり、業務の適正を確保する体制の整備に努め

ています。 

 

 

 

 

 

 



      

個人情報保護 

 当行は「個人情報の保護に関する法律」に基づき7項目からなる「個人情報保護方針」（別表

参照）を制定するとともに、「個人情報の取り扱いについて」を公表し、個人情報を利用する際

の「業務内容」、「利用目的」などを行内外に明らかにしています。 

業務統轄部内には、「情報管理室」を設置し、当行の情報セキュリティに関する体制の整備

や情報を適切に管理するための対策の立案、指導などを行っています。 

また、行内横断的な審議の場として「情報セキュリティ委員会」を設け、情報の漏洩防止、シ

ステムの安全管理など情報資産のセキュリティ向上に必要な施策などを検討しております。 

 



滋賀銀行 反社会的勢力排除規定 

 

１．（反社会的勢力との取引拒絶） 

当行との各種預金取引、その他当行が提供する各種商品、サービス等（以下、これらを総称し

て「取引」と言い、取引に係る契約、約款及び規定を「原契約」といいます。）は、お客様、

お客様の代理人またはお客様が法人・団体の場合にはその役員等が、次条第 1 号、第 2 号Ａか

らＦおよび第３号ＡからＥのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第一号、

第 2 号ＡからＦおよび第３号ＡからＥの一にでも該当する場合には、当行は取引をお断りする

ものとします。 

 

２．（取引の停止、解約） 

お客様、お客様の代理人またはお客様が法人・団体の場合にはその役員等が、次の各号の一に

でも該当すると当行が判断し、お客様と取引を継続することが丌適切である場合には、当行は

お客様に通知することなく取引の全部または一部を停止し、またはお客様に通知することによ

り原契約の全部または一部を解約することができるものとします。 

 

１．取引の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 
 

２．次のいずれかに該当したことが判明した場合 

A．暴力団 

B．暴力団員 

C．暴力団準構成員 

D．暴力団関係企業 

E．総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

F．その他上記ＡからＥに準ずる者 
 

３．自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 

A．暴力的な要求行為 

B．法的な責任を超えた丌当な要求行為 

C．取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

D．風説を流布し、偽計を用いてまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、 

または当行の業務を妨害する行為 

E．その他上記 A から D に準ずる行為 

 

３．（原契約との関係） 

本規定に定める事項は、原契約に共通的に適用されるものとし、原契約に本規定と抵触する部

分が存する場合は、抵触する部分につき本規定が優先的に適用されるものとし、本規定と抵触

しない原契約の各条項の定めについては、これに従うものとします。 

 

以 上 
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